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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月22日(2018.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）基板の表面に形成された金属膜の第１の領域に第１のマスクを形成する工程と、
（ｂ）第１の処理ガスのプラズマを用いて、露出している前記金属膜の領域の仕事関数を
変化させる工程と、
（ｃ）前記第1のマスクを除去する工程と、
（ｄ）前記金属膜の第２の領域に第２のマスクを形成する工程と、
（ｅ）第２の処理ガスのプラズマを用いて、露出している前記金属膜の領域の仕事関数を
変化させる工程と、
を有し、前記（ａ）～（ｅ）は当該順に順次実行される半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記（ｂ）及び（ｅ）の少なくともいずれかにおいて、酸素含有ガスのプラズマを用いて
、露出している前記金属膜の領域を酸化する工程と、水素含有ガスのプラズマを用いて、
酸化された前記金属膜の領域を還元する工程と、を行うことにより、露出した前記金属膜
の領域から窒素を除去して仕事関数を低下させる、請求項１記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項３】
前記（ｂ）では、露出している前記金属膜の領域に前記第１の処理ガスに含まれる第１の
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元素を注入することにより、露出している前記金属膜の領域の仕事関数を変化させる、請
求項１又は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記（ｅ）では、露出している前記金属膜の領域に前記第２の処理ガスに含まれる第２の
元素を注入することにより、露出している前記金属膜の領域の仕事関数を変化させる、請
求項１又は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
前記第１の領域の前記金属膜はＰ型ＭＯＳのゲート電極を構成し、前記第２の領域の前記
金属膜はＮ型ＭＯＳのゲート電極を構成する、請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
（ｆ）前記第２のマスクを除去する工程と、（ｇ）前記金属膜の第３の領域に第３のマス
クを形成する工程と、（ｈ）第３の処理ガスのプラズマを用いて、露出している前記金属
膜の領域の仕事関数を変化させる工程と、を更に有し、前記（ｆ）～（ｈ）は当該順に順
次実行される、請求項１～５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
前記第１の領域と前記第２の領域は互いに異なる領域である、請求項１～６のいずれか１
項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
前記第２の領域は、前記第１の領域と少なくとも一部が異なる領域である、請求項１～６
のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
基板を収容する処理室と、
前記基板を前記処理室外と前記処理室内の間で搬入及び搬出するよう構成された基板搬入
／搬出機構と、
前記処理室内に第１の処理ガスを供給する第１のガス供給系と、
前記処理室内に第２の処理ガスを供給する第２のガス供給系と、
前記処理室内のガスをプラズマ励起させるように構成されたプラズマ生成部と、
前記処理室内を排気するように構成された排気部と、
（ａ）前記基板搬入／搬出機構を制御して、表面に金属膜が形成されるとともに前記金属
膜の表面の第１の領域に第１のマスクが形成された基板を処理室に搬入させる工程と、
（ｂ）前記第１のガス供給系と前記プラズマ生成部を制御して、前記処理室内に導入され
た前記第１の処理ガスをプラズマ励起して、前記処理室内空間に露出した前記金属膜の領
域の仕事関数を変化させる工程と、
（ｃ）前記基板搬入／搬出機構を制御して、前記処理室から前記基板を搬出させる工程と
、
（ｄ）前記基板搬入／搬出機構を制御して、前記基板を搬出させる工程で搬出された前記
基板であって、前記第1のマスクが除去されるとともに、前記金属膜の表面の第２の領域
に第２のマスクが形成された基板を前記処理室に搬入させる工程と、
（ｅ）前記第２のガス供給系と前記プラズマ生成部を制御して、前記処理室内に導入され
た前記第２の処理ガスをプラズマ励起させて、前記処理室内空間に露出した前記金属膜の
領域の仕事関数を変化させる工程と、を前記（ａ）～（ｅ）の順に順次実行するよう構成
された制御部と、
を有する基板処理装置。
【請求項１０】
前記制御部は、前記（ｂ）及び（ｅ）の少なくともいずれかの工程において、露出した前
記金属膜の領域から窒素を除去して仕事関数を低下させるように、酸素含有ガスのプラズ
マを用いて露出している前記金属膜の領域を酸化する工程と、水素含有ガスのプラズマを
用いて酸化された前記金属膜の領域を還元する工程と実行するように構成されている、請
求項９に記載の基板処理装置。
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